
令和７年３月５日

令和７年 第４回 南区選挙管理委員会 

議  題

１ 議 案 

議案第 19号 選挙人名簿から抹消する者について 

議案第 20号 選挙人名簿に登録する者について 

議案第 21号 福岡県知事選挙における投票所の指定について 

議案第 22号 福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について 

議案第 23号 福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日 
 時について 

議案第 24号 福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方法について 

議案第 25号 福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任につ 

いて 

議案第 26号 福岡県知事選挙における投票立会人の選任について 

議案第 27号 福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任につ 

いて 

２ その他 

今後の委員会開催予定日時について 

・令和 ７年 ３月 ６日（木）午後 ６時 00 分～

・令和 ７年 ３月 20日（木）午後 ６時 00 分～

・令和 ７年 ３月 23日（日）午前 10時 00 分～

・令和 ７年 ４月 18日（金）午前 10時 00分～



議案第 19号 

選挙人名簿から抹消する者について 

選挙人名簿から次の者を抹消する。 

  令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

１ 死亡により抹消する者の数 

51人 

２  市外へ転出後４箇月を経過したことにより抹消する者の数 

26人 

３ 抹消する者の氏名等 

別紙のとおり 

４ 抹消年月日 

  令和７年３月５日 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 
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議案第 20号 

  選挙人名簿に登録する者について 

 令和７年３月５日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり

選挙人名簿に登録する。 

  令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力  

１ 登録する者の数 

230人 

２ 登録する者の氏名等 

  別紙のとおり 

３ 登録年月日 

令和７年３月５日 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 22条第３項の規定による。 
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南区

投票区

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１ 大楠西 2,516 3,344 5,860 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 4 0 3 3 2 2 4 0 0 0 2,519 3,344 5,863

２ 大楠東 2,029 2,354 4,383 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4 6 4 10 0 0 0 2,034 2,353 4,387

３ 西高宮 2,995 3,594 6,589 1 0 1 1 2 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 2 3 2 7 9 0 0 0 2,994 3,597 6,591

４ 長丘 3,886 4,694 8,580 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 4 5 0 1 1 3 6 9 0 0 0 3,890 4,701 8,591

５ 長住 3,100 3,973 7,073 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3,099 3,971 7,070

６ 西長住 1,443 1,780 3,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1,443 1,780 3,223

７ 西花畑 2,836 3,256 6,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2,837 3,256 6,093

８ 皿山 1,917 2,271 4,188 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 1,917 2,272 4,189

９ 花畑第一 2,983 3,408 6,391 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 5 3 8 0 0 0 2,985 3,412 6,397

10 花畑第二 1,732 1,998 3,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1,734 1,999 3,733

11 柏原 3,514 3,960 7,474 1 3 4 2 1 3 0 0 0 3 4 7 0 0 0 1 1 2 5 3 8 0 0 0 3,515 3,958 7,473

12 東花畑 2,274 2,675 4,949 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 2,278 2,676 4,954

13 野多目 4,275 5,068 9,343 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2 3 5 7 12 0 0 0 4,279 5,070 9,349

14 三宅第一 3,441 3,939 7,380 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 1 2 4 3 7 0 0 0 3,445 3,941 7,386

15 三宅第二 3,633 4,723 8,356 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 4 2 0 2 1 4 5 0 0 0 3,632 4,728 8,360

16 筑紫丘第一 2,550 3,016 5,566 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 2,551 3,013 5,564

17 筑紫丘第二 1,197 1,396 2,593 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1,196 1,398 2,594

18 東若久 2,950 3,344 6,294 1 6 7 1 0 1 0 0 0 2 6 8 1 3 4 0 2 2 1 5 6 0 0 0 2,950 3,344 6,294

19 若久 3,600 4,448 8,048 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 3 6 2 8 0 0 0 3,605 4,448 8,053

20 玉川第一 3,759 5,117 8,876 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 3 6 2 3 5 4 5 9 0 0 0 3,762 5,122 8,884

21 玉川第二 1,859 2,387 4,246 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 4 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1,859 2,388 4,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 87 132

22 玉川第三 3,252 3,601 6,853 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 2 4 0 3 3 1 3 4 4 4 8 0 0 0 3,253 3,603 6,856

23 塩原 3,399 4,055 7,454 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 6 8 14 0 0 0 3,404 4,063 7,467

24 宮竹第一 3,521 3,749 7,270 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3 2 3 5 6 6 12 0 0 0 3,526 3,752 7,278

25 宮竹第二 2,070 2,109 4,179 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 2,074 2,112 4,186

26 高木 1,983 2,160 4,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 5 0 0 0 1,987 2,162 4,149

27 井尻第一 1,112 1,165 2,277 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1,114 1,165 2,279

28 井尻第二 1,198 1,405 2,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 4 5 0 0 0 1,200 1,407 2,607

29 曰佐 2,962 3,222 6,184 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 0 0 0 3 2 5 0 0 0 2,967 3,223 6,190

30 大池 1,748 2,074 3,822 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1,748 2,078 3,826

31 寺塚 1,995 2,391 4,386 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 4 0 0 0 1,993 2,396 4,389

32 東高宮 3,953 5,238 9,191 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 1 1 8 7 15 0 0 0 3,961 5,246 9,207

33 横手 3,315 3,651 6,966 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1 2 3 0 0 0 3,314 3,649 6,963

34 鶴田 2,753 3,103 5,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 5 0 0 0 2,755 3,106 5,861

35 老司 3,289 3,762 7,051 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 3 1 0 1 3 5 8 0 0 0 3,293 3,765 7,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13

36 弥永 2,245 2,732 4,977 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2,245 2,736 4,981

37 弥永西 3,373 3,679 7,052 3 1 4 1 0 1 0 0 0 4 1 5 0 0 0 1 2 3 1 6 7 0 0 0 3,369 3,682 7,051

計 100,657 118,841 219,498 21 30 51 12 14 26 0 0 0 33 44 77 26 35 61 24 45 69 101 129 230 0 0 0 100,727 118,916 219,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 93 145

令和7年3月5日時点

選挙人名簿登録者数調
令和7年3月3日 抹 消 移　　替

新規登録者数

年 月 日ま 令和7年3月5日 在 外 選 挙 人　登 録 者 数

登　録　者　数 死亡 転出
在外選挙人名簿に

登録移転
抹消者計 登録 抹消 での補正登録 登　録　者　数

※玉川第二を指定在外選挙投票区に指定
（法30条の３②）

(福岡県第２区の選挙区に属する区域)

新規登録者数 移転登録者数 抹消者数 登 録 者 数

※老司を指定在外選挙投票区に指定
（法30条の３②）

(福岡県第５区の選挙区に属する区域)
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議案第 21号 

  福岡県知事選挙における投票所の指定について 

令和７年３月 23 日執行予定の福岡県知事選挙における南区の各投票区の投票所を次のよ

うに指定し、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第39条の規定による。 

・告示  公職選挙法第41条第１項の規定による。 
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議案第 22号 

 

  福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における南区開票区の開票の場所及び日時

を次のように定め、告示する。 

 

令和７年３月５日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

 

 

１ 場所 福岡市南区塩原二丁目８番１号 

      福岡市立南体育館 

 

２ 日時 令和７年３月23日 午後９時15分から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第63条の規定による。 

・告示  公職選挙法第64条の規定による。 
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議案第 23号 

福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、南区開票区において開票立会人を

定めるくじを行う場合のくじを行う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

１ 場所 福岡市南区塩原三丁目25番１号 

福岡市南区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和７年３月20日 午後６時から 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第62条第６項の規定による。 
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議案第 24号 

 

  福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方法について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、南区開票区において開票立会人を

定めるくじを行う場合の方法を次のように定める。 

 

令和７年３月５日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

 

 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

⑴ くじはくじ棒により行う。 

⑵ 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。 

⑶ くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に 

入れ、くじ箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する 

固有番号の者を開票立会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

⑷ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人 

以上ないときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。 

⑸ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人 

以上あるときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者 

ごとに次の要領でくじを行う。 

ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。 

イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固 

有番号の予定者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に 

属する候補者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１⑸に準じてくじを行 

う。 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項の規定による。 
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議案第 25号 

 

福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における南区の各投票区の投票管理者及び

その職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

令和７年３月５日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

 

 

 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第37条第２項及び同法施行令第24条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第25条の規定による。 
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議案第 26号 

福岡県知事選挙における投票立会人の選任について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における南区の各投票区の投票立会人を次

のように選任する。 

令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第38条第１項の規定による。 
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議案第 27号 

福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における南区開票区の開票管理者及びその

職務代理者を次のように選任し、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第61条第２項及び同法施行令第67条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第68条の規定による。 
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